
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
六
号

救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
助
成
金
交
付

事
業
に
係
る
登
録
に
関
す
る
省
令

救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三

号
）
第
九
条
第
一
項
、
第
三
項
各
号
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救

急
医
療
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
助
成
金
交
付
事
業
に
係
る
登
録
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

（
助
成
金
交
付
事
業
）

第
一
条
　
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第

百
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
（
以
下
「
助
成
金
交
付
事

業
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
助
成
金
を
交
付
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
営
利

を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
二
条
に
規
定
す
る
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
（
以
下
「
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
」
と
い
う
。
）

の
確
保
及
び
そ
の
運
航
の
た
め
の
基
盤
整
備
に
要
す
る
費
用

二
　
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
運
航
に
要
す
る
費
用

三
　
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
運
航
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
措
置
に
要
す
る
費
用

四
　
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
運
航
に
関
す
る
調
査
研
究
に
要
す
る
費
用

（
登
録
の
申
請
）

第
二
条
　
法
第
九
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
（
以
下
「
定
款
等
」
と
い
う
。
）

二
　
法
第
九
条
第
二
項
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
旨
を
説
明
す
る
書
類

三
　
次
条
及
び
第
四
条
各
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
法
第
九
条
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
三
条
　
法
第
九
条
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
基
金
に
管
理
者
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
基
金
は
、
寄
附
金
及
び
当
該
基
金
の
運
用
に
よ
り
生
じ
た
収
益
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
基
金
は
、
助
成
金
の
交
付
及
び
こ
れ
に
要
す
る
費
用
並
び
に
当
該
基
金
の
管
理
及
び
運
用
に
要
す
る
費
用
以

外
の
費
用
に
充
て
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。

四
　
助
成
金
の
交
付
に
要
す
る
費
用
並
び
に
当
該
基
金
の
管
理
及
び
運
用
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
実
費
を
勘
案

し
て
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
基
金
の
支
出
に
つ
い
て
、
次
条
第
五
号
の
委
員
会
の
意
見
を
聴
取
し
て
い
る
こ
と
。

六
　
基
金
の
運
用
状
況
に
関
す
る
記
録
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
法
第
九
条
第
三
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
四
条
　
法
第
九
条
第
三
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
役
員
に
救
急
医
療
に
関
す
る
識
見
を
有
す
る
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
救
急
医
療
の
充
実
に
資
す
る
事
業
に
つ
い
て
相
当
の
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
助
成
金
交
付
事
業
を
継
続
的
に
実
施
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
計
画
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
特
定
の
地
域
に
偏
る
こ
と
な
く
全
国
的
に
助
成
金
交
付
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
。

五
　
医
療
、
法
律
、
会
計
等
に
関
し
て
識
見
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
当
該
法
人
の
役
員
、
社
員
、
評
議
員
又
は
使

用
人
で
な
い
も
の
か
ら
な
る
委
員
会
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
。

六
　
助
成
金
交
付
事
業
を
適
確
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力
が
あ
る
こ
と
。

七
　
役
員
の
う
ち
に
は
、
各
役
員
に
つ
い
て
、
そ
の
役
員
、
そ
の
配
偶
者
及
び
三
親
等
以
内
の
親
族
が
役
員
の
総

数
の
三
分
の
一
を
超
え
て
含
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
。

八
　
社
員
そ
の
他
の
構
成
員
、
役
員
、
評
議
員
又
は
使
用
人
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
配
偶
者
又
は
三
親
等
以
内
の
親

族
に
対
し
て
特
別
の
利
益
を
与
え
な
い
こ
と
。

九
　
不
適
正
な
経
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

十
　
当
該
法
人
に
つ
き
法
令
に
違
反
す
る
事
実
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
利
益
を
得
、
又
は
得
よ
う
と

し
た
事
実
そ
の
他
公
益
に
反
す
る
事
実
が
な
い
こ
と
。

十
一
　
定
款
等
に
お
い
て
、
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
そ
の
基
金
の
全
額
を

国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
他
の
法
第
九
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
法
人
に
贈
与
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る

こ
と
。

十
二
　
定
款
等
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
解
散
し
た
場
合
に
そ
の
残
余
財
産
が
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
他
の
救

急
医
療
の
充
実
を
目
的
と
す
る
法
人
に
帰
属
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

（
実
施
状
況
の
報
告
）

第
五
条
　
法
第
九
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
法
人
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
助
成
金
交
付
事

業
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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